
 

イイダコ釣りのルールについての周知活動と 

稚イイダコの放流を行います 

激減しているイイダコ資源の回復を図るため、香川海区漁業調整委員会が 6 月 12

日付で漁業法に基づく委員会指示を発出し、イイダコ釣りに関する期間および時間の

制限が公的規制となりました。このルールを周知するため、7 月 3 日（金）に県内の

マリーナで啓発チラシを配布します。 

また、7 月 9 日（木）には、香川県水産試験場で完全養殖した稚

イイダコおよび天然の親から生産した稚イイダコを、地元の漁業者 

（中讃地区底曳網協議会）の協力を得て宇多津町沖に放流します。 

＊完全養殖：人工的にふ化させ飼育した親ダコが産んだ卵を再び

ふ化させ飼育し、生産すること。 

１ 周知活動（チラシ配布）について 

 日時：令和８年７月３日（金） 10：00～ （集合時間 ９:50） 

 場所：マリーナペラガス（住所：高松市郷東町 796-110） 

 取材を希望される場合は、申込み票に必要事項を記入いただき、７月２日

（木）12 時までに FAX 又は、メールにて送付ください。              

FAX：087-806-0200   

メール：suisan@pref.kagawa.lg.jp 

当日連絡先（水産課携帯）： 

090-7624-2071 

※なお、県内の他のマリーナ・釣具店等に

も順次、チラシ配布を行います。 

 

２ 稚イイダコの放流について 

 日時 

令和８年７月９日（木）1１時 3０分から（集合時間 11 時 00 分） 

 集合場所 

宇多津町北浦漁港（仲多度郡宇多津町平山） 

 取材の申し込みについて 

 取材を希望される場合は、申込み票に必要事項を記入いただき、７月８日
（水）12 時までに FAX 又は、メールにて送信ください。 

FAX：087-806-0200  メール：suisan@pref.kagawa.lg.jp 

当日連絡先（水産課携帯）：090-7624-2071 

令和８年６月 29 日（月） 

水産課漁業調整室資源管理グループ 

担当者 益井・湯谷（内線 3973） 

（087-832-3477） 

出典：国土地理院 HP-「地理院地図 Vector」より加工して作成 

稚イイダコ 



 当日、陸上に展示した稚イイダコを取材いただけます。今回は、船舶手配の

都合により海上での取材は予定していませんので、あらかじめご承知おき

ください。なお、行事終了後に、職員が海上で撮影した動画を提供いたし

ます。 

 当日のスケジュール 

時間 内容 

11：00 宇多津町北浦漁港に集合（陸上にて稚イイダコを展示、関係者への取材） 

11：30 北浦漁港にて稚イイダコを漁船に積み込み 

11：45 北浦漁港を出港、宇多津町沖で放流 

12：30 北浦漁港に帰港 

 悪天候時の対応について 

悪天候時により、取材対応が難しい場合は、７月８日（水）14 時までに取材中

止についてお知らせします。 

 その他 

 

 年 合計 うち完全養殖 

4 668 - 

5 1,000 - 

6 2,000 42 

7 2,509 281 

８ 約 3,500（予定） 約 500（予定） 

 

 

 

  

集合場所（宇多津町北浦漁港） 

＜これまでの稚イイダコの放流数（匹）＞ 

 

宇多津漁協 

集合場所 

出典：国土地理院 HP-「地理院地図 Vector」より加工して作成 



  取材申込み票 

 

 

送付先 水産課漁業調整室資源管理グループ 

FAX 087-806-0200 

メール suisan@pref.kagawa.lg.jp 

 

 

１ 周知活動（７月３日） 

 

報道機関名  

代表者氏名  

人数  

電話連絡先  

 

 

２ 稚イイダコ放流（７月９日） 

 

報道機関名  

代表者氏名  

人数  

電話連絡先  

 


